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那覇市地域商店街等支援事業補助金交付要領 

 

                               平成 30 年 9 月 28 日 

（経済観光部長決裁） 

（趣旨） 

第 1 条 この要領は、那覇市頑張るマチグヮー等支援基金事業費補助金交付要綱（以下、

「交付要綱」という。）第 4 条第 1 項第 4 号に掲げる事業に関し、那覇市補助金等交付規

則（昭和 52 年那覇市規則第 34 号）及び交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（事業目的） 

第 2 条 那覇市の中心市街地以外の商店街等（以下商店街等という。）における課題の解決

に向けて創意工夫された取り組みに対し支援することで、商店街等の活性化を図り、本市

経済振興の発展や地域の活性化を目指すことを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第 3 条 この要領において、「任意の商店街及び通り会」とは、中小企業基本法上の類型に

よる小売業又はサービス業を営む者の店舗が概ね 10 店舗以上近接して商業街区を形成

し、構成員の半数以上が小売業又はサービス業にて組織される団体をいう。 

 

（補助金の対象団体） 

第 4 条 補助金の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。 

 （1）那覇市の中心市街地以外の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、任意の商店

街及び通り会のうち、次の要件をすべて満たす団体 

  ア 商店街等に活動の拠点があること 

  イ 対象となる団体は 5 名以上の構成員を擁する団体であること 

  ウ 商店街等の活性化に資する活動実績が原則 1 年以上あること  

  エ 団体の規約を有し、代表者及び所在地が明らかであること 

  オ 会計経理が明確であること 

 （2）前号の要件を満たす団体が主体となって組織する実行委員会等 

 

2 前項の規定にかかわらず、那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第 1 号）第 2

条第 1 号に規定する暴力団、及び同条第 2 号に規定する暴力団員に該当する者が属する

団体、またはそれらの暴力団又は暴力団員と密接な関係にある団体等は対象としない。
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（補助対象事業） 

第 5 条 補助の対象となる事業は、次に掲げるテーマに沿って実施される事業とする。 

 （1）地元客を引き付ける魅力ある商店街・街づくり 

 （2）地元客と観光客の交流を促進しにぎわいを創出する商店街・街づくり 

 （3）高齢者や障がい者にやさしい商店街・街づくり 

 （4）子供にやさしい商店街・街づくり 

 （5）地域や歴史にちなんだ商店街・街づくり 

 （6）安心安全な商店街・街づくり 

 （7）地域連帯を強化促進する商店街・街づくり 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としな

い。 

 （1）政治又は宗教活動を目的とする事業 

 （2）那覇市の各種基本計画等と整合性を欠く事業 

（3）商店街等の活性化及び経済振興に資する取り組みとなっていない事業 

 

（補助金交付内容） 

第 6 条 補助金の交付内容については、以下のとおりとする。 

 （1）補助金交付概要は別表のとおりとする。なお、概算払を申請する場合は経費にかか

る書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 （2）交付の対象となる経費区分は交付要綱別表第 2 のとおりとする。 

（3）イベントに伴う協賛金や出店料、広告料他収入については、補助事業者の自己負

担額に充当する。その収入が自己負担額を上回る場合は補助金額を減額する。 

（4）経費の支払上限額は交付要綱別表第 3 のとおりとする。 

 （5）事業実施期間は交付決定の日から翌年 2 月末日までとする。 

 （6）実績報告期限は事業完了日から 20 日以内又は翌年 3 月 10 日までのいずれか早い

日とする。 

（7）市長は適正な請求書を受理した日から 30 日以内に補助金を支払うものとする。 

 

   付 則 

この要領は、平成 30 年 9月 28 日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和元年 5月 9日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和元年 10 月 28 日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和 2年 5月 7日から施行する。 
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付 則 

 この要領は、令和 3年 5月 21 日から施行する。 

   付 則 

 この要領は、令和 4年 5月 13 日から施行する。 

     付 則 

 この要領は、令和 5年 5月 8日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和 6年 5月 2日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和 6年 11 月 20 日から施行する。 

      付 則 

この要領は、令和 7年 4月 22 日から施行する。 
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別表 補助金交付概要（第 6 条関係） 

補助メニュー 補助事業内容 補助率 補助額 概算払い限度額 対象経費 備考 

1 

マチグヮー・ 

地域商店街等 

基盤整備支援

事業 

補助対象団体の課題

解決に向けた基盤整

備に係る初期投資等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象 

経費の 

4/5 以内 

(上限）500 万円 

 

交付決定額 

100 万円以上が

対象。50％以内。 

交付要綱別

表第 2 に掲

げる項目 

 

 
 

✔メニュー1 について 

１団体１事業まで。 

商店街の環境整備や公衆の利便性向上につながる設備、機

器、備品等に係る経費 

2 
商店街イベン

ト等開催事業 

商店街の集客を目的

としたイベント等 

（上限） 

新規 100 万円 

2 回目以降、 

その他 30 万円 

 

 

 

 

 

概算払い 

対象外 

 

 

 

 

 

 

 

✔メニュー2～5 について 
・１団体 3事業まで。組み合わせは自由 
 

✔メニュー2 について 

・交付申請額が 30 万円を超える新規事業は、次年度以降

継続実施できる見込みのもので、1 団体あたり 1 事業ま

で。 

・継続事業で申請できるのは 2 事業まで。（同日開催、

連日開催は 2 事業とはみなさない。） 

 

 

✔メニュー5 について 

・防犯パトロール活動は、商店街を含む近隣地域を定期

的に巡回するもの。 
・安全安心のためのソフト事業に係る経費 

例：防犯パトロール活動等に係る経費(ビブス・腕章・懐中

電灯などの消耗品、立看板や横断幕、ポスター作成、防犯教

室の開催等に係る経費) 

3 
特色ある商店

街推進事業 

計画策定、研修会、人

材育成、講師招聘等 

（上限） 

30 万円 

4 
商店街魅力発

信事業 

ホームページ構築、

デジタルコンテン

ツ、マップ、情報誌制

作等 

（上限） 

新規 30 万円 

一部変更、増刷の 

場合は 10 万円 

5 
安全安心な商
店街づくり支
援事業 

商店街の安全・安心

のための活動等 

（上限） 

20 万円 

※当該基金で整備した設備・備品等については、設置後（翌年度起算）法定耐用年数満了まで継続活用するものとする。 

※原則プレゼンテーション審査とする。


